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問（一財）津奈木町地域振興公社事務局（会計課内）　☎７８－５３５０（内１００）

物産ギャラリーグリーンゲイトレストラン
営業事業者を募集します

　レストラン営業事業者募集

　（一財）津奈木町地域振興公社では、つなぎ物産ギャラリー２階レストランの営業希望者を募集します。希
望する人は事務局にお問い合わせください。

▶施設情報　
（住所）津奈木町大字岩城 1601 番地
（名称）つなぎ物産ギャラリー２階レストラン
（面積）208.63 平方㍍
▶募集数　レストラン　１事業者
▶募集期限　2/28 ㈪
▶契約期間　３年間（契約日～Ｒ７.3/31）
▶契約日　R4.3 月末日予定
▶家賃など　月額 5 万円（税別）
　　　　　　うち 1 万 7 千円は浄化槽等共益費。
　　　　　　営業保証金 30 万円

▶その他経費　
・水道光熱費など営業経費は借主の負担。
・外部冷蔵庫使用はつなぎ百貨堂と協定を結びます。
・既存の備品、消耗品は無償で貸します。（修理な
どは借主の負担）

問津奈木町社会福祉協議会　☎６１－２９４０

社会福祉協議会の会員加入に
ご協力ください

　社協会員加入のお願い

　津奈木町社会福祉協議会は、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指す、民間の福祉団体です。
地域福祉活動を推進するために、皆さまからご協力いただく「会費」が必要です。社協活動や地域福祉活
動にご賛同いただき、住民同士の支え合い活動を発展・活性化していくための会費納入にご協力ください。
▶会費はこのように使われています

【例】高齢者支援事業／地域交流事業／障がい者支援事業／ボランティア活動育成事業
▶会費の種類

種　類 対　象 年会費 集金方法

一般会費 世帯主 300 円以上
住民の皆さまからご協力いただ
いています。

賛助会費
社協役員・職員・公私社会福祉事業
従事者・学識経験者・その他個人

1,000 円以上
社協事業にご賛同いただける個
人からご協力いただいています。

特別会費 会社・事業所 3,000 円以上
町内の社会福祉施設や企業・団
体からご協力いただいています。

就学困難な小中学生対象
就学援助費制度

　就学援助費制度

問教育委員会学校教育班　☎７８－ 5400（内７０３）

　町では、経済的な理由で就学困難と認めら
れる小中学生の保護者に就学援助費制度を設
けています。希望する人は、就学している小中
学校で申し込んでください。
▶対象　生活保護法の要保護者に準ずる程度
に生活が困窮していると認められる人
▶援助費の種類　学用品費、通学用品費、給
食費、修学旅行費など
▶必要なもの　就学援助費支給申請書

身の回りの困りごと
を手助けします

　生活おたすけたい

問津奈木町社会福祉協議会　☎６１－２９４０

　日常のちょっとした困りごとはありませんか。
「生活おたすけたい（津奈木町生活支援ボラン
ティア～有償～）」がお役に立てるかもしれませ
ん。希望する人はお問い合わせください。
▶対象　高齢者、障がい者などの支援が必要
で、生活機能の低下が認められる人
▶支援内容　日常のごみ出し、資源（リサイクル）
ごみ分別、買い物代行、簡単な庭仕事など
▶料金　300 円（ボランティア２人なら 500 円）
　利用の流れ
①連絡後、社協職員が自宅を訪問。
②生活や健康状態をチェック、事業対象を確認。
③困りごとや支援内容の確認。
④社協から生活おたすけたいへ依頼し、ボラン
ティアを実施。
⑤ボランティア終了後、利用料を支払う。

司法書士による
無料法律相談

　無料法律相談

問ほけん福祉課福祉班　☎７８－３１１５（内１２６）

　遺産相続や遺言、多重債務、消費契約トラ
ブルなどのさまざまな相談に司法書士がお答え
します。秘密は固く守られます。

▶日時　２月 26 日㈯
             10:00~15:00
▶場所　つなぎ文化センター相談室
▶相談時間　１件 20 分程度
▶予約　不要・当日受付順に案内

つなぎタウンチャンネルと
光BOX+のサービスが終了しました

　つなぎタウンチャンネル・光 BOX+のサービス終了

問政策企画課　☎７８－３１１４（内２２３）

　光 BOX+（HB-2000）の新規販売が終了し、
光ブロードバンドサービス提供開始に合わせ
て開設した光 BOX+ で閲覧できる「つなぎタ
ウンチャンネル」もサービスが終了しました。
光 BOX+ は R4.3/31 ㈭に機能提供サービス
が終了予定ですが、初期化・故障などをしな
い限りは端末にアプリケーション情報を持ち
続けます。インターネットの閲覧も引き続き
利用可能です。 
▶終了後の対応　同チャンネルで公開していた
情報は町ホームページに移行しています。
　【継続中】光ブロードバンド加入促進補助金制度
　光ブロードバンドへ新たに加入した世帯や事
業所へ１万円を交付します。H28 年度以降で未
申請の人が対象です。申請には光回線加入申込
内容が分かる書類の写しが必要です。


